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武蔵野音楽大学学則

第 1章

（目的及び 命）

第 1条 武蔵野音楽大学( 本大学 という)は、 学の のここ を し、教育方針である 音

楽 術の研 と 人 に基づき、 く を授けるとと に、 く の学 を教授研究して、

的、 的及びその 用的 を 開 、 て本大学の学 生 の規範として 3

(Propriety)、 (Purity)、 (Punctuality) を することにより、 会の要 に えうる

人格 かな人 を育 し、 て が国の 術の に することを目的とする。

（ ）

第 2条 本大学は武蔵野音楽大学と する。

（所 ）

第 3条 本大学は 1 目13 1 にこれを設置する。

（ ）

第 4条 本大学の目的及び 命を するために、本大学における教育研究 等の について ら 及び

を行う のとする。

2 項の 及び にあた て必要な事項については、別にこれを定める。

（学 学科 ー 、学 の目的、 ）

第 5条 本大学に の学 、学科及び ー を置く。

音楽学 学科 器楽 ー 、 楽 ー 、 ー ー

音楽 合学科 ー 、音楽学 ー 、音楽教育 ー 、アー ジ ー

2 本大学音楽学 は、教育方針 音楽 術の研 と 人 に基づき、 野における 的

と技術を修得 るとと に、 の基 教育として ージュ 音楽 音楽 等

の基 的 、ならびに い 野に て 合的な考 をするために必要な外国 科目 教 科目(

体育を )を教授研究する。また、 ま まな ー ー 研究 表等の

の 、ならびに 外学修 ー 等の 場体験を ま る。これらの教育研究

を して、 考 表 を き、 術的 を い、 らに、 を目 して に音

楽 に り 意 を めて、 、 、研究者、教育者、 術 に関 る 等に

る者として、 な 会の要 に え、 術 に する人格 かな人 を育 することを

目的とする。

3 学科 ー の目的は別表 にこれを定める。

4 本大学音楽学 の 学科に の を置く。

(1) 教員 許

(2) 学 員

（学 生 定 員）

第 6条 学科学生の入学定員及び 定員は のとおりとする。

学科 学科 音楽 合学科定員

入学定員( ) 260 40

定員( ) 1,040 160
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（大 学 ）

第 7条 本大学に大学 を置く。大学 に関する規則は別にこれを定める。

（ 科）

第 8条 本大学に 科を置く。 科に関する規則は別にこれを定める。

（別 科）

第 9条 本大学に別科を置く。別科に関する規則は別にこれを定める。

第 2章 修 、学 、学 及び

（修 業 ）

第10条 本大学の修業 は 4 とする。た し、 学 は 6 を えることができない。

（学 ）

第11条 学 は 4 1 に まり 3 31 に る。

（学 ）

第12条 学 は学 を と の 2 に け、 については、 の学事 において定める。

（ 業 ）

第13条 業 は のとおりとする。

(1) 、国 の に関する法 ( 23 7 20 法 第178 )に規定する 及び

( 2 25 )

(2) 8 5 から 9 15 まで

(3) 12 20 から 1 6 まで

(4) 学 3 20 から 3 31 まで

2 学長は必要がある場合は 項の 業 を に し、または に 業 を定めることができる。

第 3章 授 科目及び

（授 業 科 目）

第14条 授業科目は 科目、基 科目、外国 科目、教 科目に ける。

2 学科 ー との 科目及び履修単位数は別表 のとおりとする。

3 基 科目及びその履修単位数は別表 のとおりとする。

4 外国 科目は 、 、 ア 、 の 4 国 のう から履修する のとし、履

修単位数は別表 のとおりとする。

5 教 科目及びその履修単位数は別表 のとおりとする。

（ 許等 得に関する科目等）

第15条 教育職員 許 を 得する者のために 及び音楽 合の 学科に教育職員 許法に定める教科の

法及び教 の教育の基 的 に関する科目等を置き、履修単位数は別表 のとおりとし、履修を希望

する者は、別表Ⅴに定める教員 許 聴講 を納付しなけれ ならない。
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2 学 員の 格を 得する者のために 及び音楽 合の 学科に博物館法に定める博物館に関する科目

等を置き、履修単位数は別表 のとおりとし、履修を希望する者は、別表Ⅴに定める学 員 聴講

を納付しなけれ ならない。

第 4章 履修 、 、 及び学

（履 修 の 方 法）

第16条 履修方法は のとおりとする。

(1) 科目については、 ー により必修単位に選 単位を えて80単位、82単位、84単位、85単位、

86単位、88単位、90単位または92単位のいずれかを修得する のとする。

(2) 基 科目については、学科により 4科目 8単位を修得する のとする。

(3) 外国 科目については、 2科目 8単位を修得する のとする。

(4) 教 科目については、 9科目 上16単位を修得する のとする。

(5) 業に必要な単位は、 上 の授業科目に 科目または外国 科目の 科目から ー により

8単位 上を えて、合 124単位 上を修得する のとする。

2 履修の については、別に示す。

(学 基準）

第17条 学 に して 基準を設ける。

(1) 入学 より して 2 に第14条第 2項、第 3項、第 4項及び第 5項の 科目について、別表 に

げる音楽学 教育 の科目、単位のう 別表 の科目、単位を修得しなけれ 第 3 に で

きない。

(2) 本大学に 4 学して なお第3 に できない者は退学 る のとする。

(3) 基準については、別表 のとおりとする。

（ 許 等 の 得）

第18条 本大学音楽学 の 及び音楽 合の 学科において 得できる 許 は、教育職員 許 について、

学校教 一 許 (音楽)、 等学校教 一 許 (音楽)とし、 得できる 格は、学 員の 格

とする。

2 教育職員 許 を 得しようとする者は、第16条所定の単位を修得し、 て教育職員 許法に定める

教科の 法及び教 の教育の基 的 に関する科目等、単位を修得しなけれ ならない。

3 学 員の 格を 得しようとする者は、第16条所定の単位を修得し、 て博物館法に定める博物館に

関する科目等、単位を修得しなけれ ならない。

（履修科目の ）

第19条 学生は 学 の めにおいて、所定の きにより履修しようとする科目を け なけれ ならない。

（単位の 方法）

第20条 授業科目の単位数は、 1単位の履修 を教 及び教 外を合 て45 を 準とし、 の基準に

より する のとする。

(1) 講 については15 から30 の授業を て 1単位とする。

(2) については15 から30 の授業を て 1単位とする。

(3) 験、 及び体育 技については30 から45 の授業を て 1単位とする。

(4) 音楽の 技 については別に定める授業 を て 1単位とする。

(5) 業 、 業 、 業 等の授業科目については、これらの学修の を して単位を授

する。
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（大 学 ）
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(2) 8 5 から 9 15 まで

(3) 12 20 から 1 6 まで

(4) 学 3 20 から 3 31 まで
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3 基 科目及びその履修単位数は別表 のとおりとする。
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法及び教 の教育の基 的 に関する科目等を置き、履修単位数は別表 のとおりとし、履修を希望

する者は、別表Ⅴに定める教員 許 聴講 を納付しなけれ ならない。
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(4) 音楽の 技 については別に定める授業 を て 1単位とする。
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（授業の ）

第20条の 2 授業は、講 、 、 験、 、 しくは 技のいずれかにより はこれらの 用により行う

のとする。

2 項の授業を、 な アを に 用して、 授業を行う教 等 外の場所で履修 ること

がある。

3 項の方法により修得する単位数は 業の要 として修得す き単位のう 60単位を えない のとす

る。

（単位の授 及び ）

第20条の 3 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を える。

2 試験等の は 、 、 、 、 を て表し、 上を合格とする。

3 と 基準は、別にこれを定める。

（他大学における 修得単位の認定）

第20条の 4 第 1 に入学した者が入学 に他の大学または 大学(外国の大学または 大学を )に

学した場合はその 修得単位のう 、本大学の教 科目( 体育を )及び外国 科目に する授

業科目について、合 30単位までを本大学で修得した のとして認定することがある。た し、所定の

きによ て学長の 認を得なけれ ならない。

（ 修 の認定及び 業）

第21条 本大学に 4 上 学して第16条所定の授業科目を履修し、試験に合格して所定の単位を修得した者に

は 業証書 学位 を授 する。

（学位の授 ）

第22条 本大学 業生には学 (音楽)の学位を授 する。

2 学位については別にこれを定める。

第 5章 学、 学、 学、 学、

（入 学 の ）

第23条 入学の は学 の めとする。

（入 学 の 格）

第24条 本大学に入学できる者は の の一に する者でなけれ ならない。

(1) 等学校または 等教育学校を 業した者

(2) の による12 の学校教育を修 した者 ( の 外の によりこれに する学校教

育を修 した者を )

(3) 外国において、学校教育における12 の を修 した者、またはこれに準ずる者で 科学大 の

定した者

(4) 科学大 が 等学校の に する を する のとして認定した 外教育 設の

を修 した者

(5) 科学大 の 定した者

(6) 科学大 の行う 等学校 業 認定試験に合格した者

(7) 本大学において、 の に し、 等学校を 業した者と 等 上の学 があると認めた者

第25条 入学を許可 れる者は所定の入学試験に合格した者に る。

第26条 入学志望者は、(1)本大学所定の入学願書 (2) 業または 業見 に関する 学校長の 書 (3)

3 に した の に、別表Ⅴに定める入学 定 を えて所定の に

しなけれ ならない。
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（入学に関する ）

第27条 入学を許可 れた者は定められた に本大学所定の 書及び 本 しくはこれに る証明

書を するとと に、別表Ⅴに定める入学金等の納付金を納入しなけれ ならない。

（ 証 人）

第28条 証人は 、 見人または 属 、 証人は 外で 証人としての を履行し得

る者でなけれ ならない。た し、 と認めた場合はその を命ずることがある。

第29条 証人が またはその他の でその を すことができないときは、 たに 証人を選定

して に け なけれ ならない。

第30条 証人の 、 所に のあ た場合は にその を け なけれ ならない。

（ 学）

第31条 その他で、 2 上 校のできない者はその事 を し、 証人 で学長に願い て、そ

の許可を得て 学することができる。た し、 学 は して 2 を えることができない のと

し、 学した学 は 学 に 入しない。

第32条 学長は、 のため に必要があると認めた者について 学を命ずる場合がある。

（ 学）

第33条 学の事 がなくな たときは、 学 で 願い て、その許可を得て 学することができる。

（退 学）

第34条 その他で退学しようとするときは、その事 を して 証人 のうえ、願い て許可を受け

なけれ ならない。

（ 入 学）

第35条 願いによ て退学した者または を得ない により れた者が、 入学を願い たときは退学

または の から 2 の者に り、選考のうえ、 に 入学を許可することがある。

（ 入学及び 入学）

第36条 他の大学の学生または 大学を 業した者が、本大学に入学を志願したときは、選考のうえ、

に入学を許可することがある。

2 入学及び 入学の は、学 の めとする。

（ 学）

第37条 他の大学に 学を志望する者があるときは、これを許可することがある。

（ 科 ー の ）

第37条の 2 他の学科に 科を希望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

2 他の ー の を希望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

3 科及び ー の については別にこれを定める。

（ ）

第38条 の の一に する者は する。

(1) 第10条に定める 学 を えた者

(2) の 学 を えて、なお 学することができない者

(3) を受けて なお授業 を納付しない者

(4) または行方 明の者

（表 ）

第39条 学生として表 に する行 があ た者はこれを表 することがある。
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2 試験等の は 、 、 、 、 を て表し、 上を合格とする。

3 と 基準は、別にこれを定める。

（他大学における 修得単位の認定）

第20条の 4 第 1 に入学した者が入学 に他の大学または 大学(外国の大学または 大学を )に

学した場合はその 修得単位のう 、本大学の教 科目( 体育を )及び外国 科目に する授

業科目について、合 30単位までを本大学で修得した のとして認定することがある。た し、所定の

きによ て学長の 認を得なけれ ならない。

（ 修 の認定及び 業）

第21条 本大学に 4 上 学して第16条所定の授業科目を履修し、試験に合格して所定の単位を修得した者に

は 業証書 学位 を授 する。

（学位の授 ）

第22条 本大学 業生には学 (音楽)の学位を授 する。

2 学位については別にこれを定める。

第 5章 学、 学、 学、 学、

（入 学 の ）

第23条 入学の は学 の めとする。

（入 学 の 格）

第24条 本大学に入学できる者は の の一に する者でなけれ ならない。

(1) 等学校または 等教育学校を 業した者

(2) の による12 の学校教育を修 した者 ( の 外の によりこれに する学校教

育を修 した者を )

(3) 外国において、学校教育における12 の を修 した者、またはこれに準ずる者で 科学大 の

定した者

(4) 科学大 が 等学校の に する を する のとして認定した 外教育 設の

を修 した者

(5) 科学大 の 定した者

(6) 科学大 の行う 等学校 業 認定試験に合格した者

(7) 本大学において、 の に し、 等学校を 業した者と 等 上の学 があると認めた者

第25条 入学を許可 れる者は所定の入学試験に合格した者に る。

第26条 入学志望者は、(1)本大学所定の入学願書 (2) 業または 業見 に関する 学校長の 書 (3)

3 に した の に、別表Ⅴに定める入学 定 を えて所定の に

しなけれ ならない。
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（入学に関する ）

第27条 入学を許可 れた者は定められた に本大学所定の 書及び 本 しくはこれに る証明

書を するとと に、別表Ⅴに定める入学金等の納付金を納入しなけれ ならない。

（ 証 人）

第28条 証人は 、 見人または 属 、 証人は 外で 証人としての を履行し得

る者でなけれ ならない。た し、 と認めた場合はその を命ずることがある。

第29条 証人が またはその他の でその を すことができないときは、 たに 証人を選定

して に け なけれ ならない。

第30条 証人の 、 所に のあ た場合は にその を け なけれ ならない。

（ 学）

第31条 その他で、 2 上 校のできない者はその事 を し、 証人 で学長に願い て、そ

の許可を得て 学することができる。た し、 学 は して 2 を えることができない のと

し、 学した学 は 学 に 入しない。

第32条 学長は、 のため に必要があると認めた者について 学を命ずる場合がある。

（ 学）

第33条 学の事 がなくな たときは、 学 で 願い て、その許可を得て 学することができる。

（退 学）

第34条 その他で退学しようとするときは、その事 を して 証人 のうえ、願い て許可を受け

なけれ ならない。

（ 入 学）

第35条 願いによ て退学した者または を得ない により れた者が、 入学を願い たときは退学

または の から 2 の者に り、選考のうえ、 に 入学を許可することがある。

（ 入学及び 入学）

第36条 他の大学の学生または 大学を 業した者が、本大学に入学を志願したときは、選考のうえ、

に入学を許可することがある。

2 入学及び 入学の は、学 の めとする。

（ 学）

第37条 他の大学に 学を志望する者があるときは、これを許可することがある。

（ 科 ー の ）

第37条の 2 他の学科に 科を希望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

2 他の ー の を希望する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

3 科及び ー の については別にこれを定める。

（ ）

第38条 の の一に する者は する。

(1) 第10条に定める 学 を えた者

(2) の 学 を えて、なお 学することができない者

(3) を受けて なお授業 を納付しない者

(4) または行方 明の者

（表 ）

第39条 学生として表 に する行 があ た者はこれを表 することがある。
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（ ）

第40条 学長は、学生が本大学の規則に違反し、または学生としての本 に反する行 を行 た場合、これを

する。

2 項の の は 、 学及び退学とする。

3 項の退学は、 の の一に する学生に して行う。

(1) 行 で の見 がないと認められる者

(2) な がなく が でない者

(3) 本大学の を し、または学生としての本 に しく反した者

4 の きについては、別にこれを定める。

（ 定）

第41条 退学（ による退学を く）、 入学、 入学、 入学、 学、 科、 及び表 は、必要に

教授会の意見を聴 し、学長がこれを行う。

第 6章 授 、 及び

（授 業 ）

第42条 授業 は別表Ⅴに定めるとおりとし、第 1 の は、第27条に規定する入学 と に納付し、第

2 の は、 学 業 1 に納付しなけれ ならない。

た し、選 により 2 納を認める。

（ 設 ）

第43条 設 は別表Ⅴに定めるとおりとし、第 1 の は、第27条に規定する入学 と に納付し、第

2 の は、授業 とと に納付しなけれ ならない。

た し、選 により 2 納を認める。

（楽 器 用 ）

第44条 のため、所定の授業 外に楽器を 用しようとする者は、所定の楽器 用 を 学 めに納

付しなけれ ならない。

（納付金の 付）

第45条 納の 金は な のない りこれを 付しない。

（ 学等の授業 及び 設 ）

第46条 学等の者の授業 及び 設 の納付については 則にこれを定める。

第 7章

（教 育 職 員）

第47条 本大学に学長、教授、 教授及び講 を置く。

2 学長は校務を り所属教職員を する。また、 の委員会を設け必要事項を することができる。

3 教授は 野について、教育上、研究上または 務上の に れた 、 及び を する者で

あ て、学生を教授し、その研究を し、または研究に 事し て校務を する。

4 教授は 野について、教育上、研究上または 務上の れた 、 及び を する者であ

て、学生を教授し、その研究を し、または研究に 事する。

5 講 は教授または 教授に準ずる職務に 事する。

6 本大学に学長の職務を けるため、 学長 1人を置くことができる。
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（事 務 職 員 等）

第48条 本大学に事務職員、技術職員その他の職員を置く。

第 8章 教 授 会

（教授会の目的等）

第49条 本大学の教育方針に基づき、教育研究上の必要な事項について学長が決定を行うにあたり意見を求める

ため、教授会を置く。

2 教授会については、別にこれを定める。

第 9章 科目等履修生、委託生、聴講生、公開講座及び外国人留学生等

（科目等履修生）

第50条 大学設置基準第31条の規定により、本大学に科目等履修生を置く。

2 科目等履修生は、所定の 1または複数の授業科目を履修することができる。なお履修した授業科目につ

いて、試験に合格した場合には、単位修得証明書を交付する。

3 科目等履修生に関する規則は別にこれを定める。

（委託生、聴講生）

第51条 官公庁、法人、学校またはこれに準ずる団体等からの委託により受講する者を委託生とする。

2 1科目または数科目の授業科目を聴講する者を聴講生とする。

3 委託生または聴講生として入学を志願する者があるときは、学生の履修の妨げとならない範囲において

選考のうえ、これを許可する。

第52条 科目等履修生、委託生及び聴講生の納付金は別表Ⅴに定めるとおりとし、第27条及び第42条を準用する。

（公 開 講 座）

第53条 一般人及び教職にある者のために公開講座を開くことがある。公開講座に関する事項は別にこれを示す。

（外国人留学生等）

第54条 外国人で入学を志願する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

第10章 図書館及び博物館

（図 書 館）

第55条 本大学に附属図書館を置く。

2 図書館に関する規則は別にこれを定める。

（博 物 館）

第56条 本大学に博物館として、武蔵野音楽大学楽器ミュージアムを置く。

2 武蔵野音楽大学楽器ミュージアムに関する規則は別にこれを定める。

第11章 学 寮

（学 寮）

第57条 本大学に学寮を設け希望者には選考のうえ、入寮を許可する。

2 学生が学寮の規則に違反した場合その他教育上必要と認めたときは退寮を命ずることがある。
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（ ）

第40条 学長は、学生が本大学の規則に違反し、または学生としての本 に反する行 を行 た場合、これを

する。

2 項の の は 、 学及び退学とする。

3 項の退学は、 の の一に する学生に して行う。

(1) 行 で の見 がないと認められる者

(2) な がなく が でない者

(3) 本大学の を し、または学生としての本 に しく反した者

4 の きについては、別にこれを定める。

（ 定）

第41条 退学（ による退学を く）、 入学、 入学、 入学、 学、 科、 及び表 は、必要に

教授会の意見を聴 し、学長がこれを行う。

第 6章 授 、 及び

（授 業 ）

第42条 授業 は別表Ⅴに定めるとおりとし、第 1 の は、第27条に規定する入学 と に納付し、第

2 の は、 学 業 1 に納付しなけれ ならない。

た し、選 により 2 納を認める。

（ 設 ）

第43条 設 は別表Ⅴに定めるとおりとし、第 1 の は、第27条に規定する入学 と に納付し、第

2 の は、授業 とと に納付しなけれ ならない。

た し、選 により 2 納を認める。

（楽 器 用 ）

第44条 のため、所定の授業 外に楽器を 用しようとする者は、所定の楽器 用 を 学 めに納

付しなけれ ならない。

（納付金の 付）

第45条 納の 金は な のない りこれを 付しない。

（ 学等の授業 及び 設 ）

第46条 学等の者の授業 及び 設 の納付については 則にこれを定める。

第 7章

（教 育 職 員）

第47条 本大学に学長、教授、 教授及び講 を置く。

2 学長は校務を り所属教職員を する。また、 の委員会を設け必要事項を することができる。

3 教授は 野について、教育上、研究上または 務上の に れた 、 及び を する者で

あ て、学生を教授し、その研究を し、または研究に 事し て校務を する。

4 教授は 野について、教育上、研究上または 務上の れた 、 及び を する者であ

て、学生を教授し、その研究を し、または研究に 事する。

5 講 は教授または 教授に準ずる職務に 事する。

6 本大学に学長の職務を けるため、 学長 1人を置くことができる。
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（事 務 職 員 等）

第48条 本大学に事務職員、技術職員その他の職員を置く。

第 8章 教 授 会

（教授会の目的等）

第49条 本大学の教育方針に基づき、教育研究上の必要な事項について学長が決定を行うにあたり意見を求める

ため、教授会を置く。

2 教授会については、別にこれを定める。

第 9章 科目等履修生、委託生、聴講生、公開講座及び外国人留学生等

（科目等履修生）

第50条 大学設置基準第31条の規定により、本大学に科目等履修生を置く。

2 科目等履修生は、所定の 1または複数の授業科目を履修することができる。なお履修した授業科目につ

いて、試験に合格した場合には、単位修得証明書を交付する。

3 科目等履修生に関する規則は別にこれを定める。

（委託生、聴講生）

第51条 官公庁、法人、学校またはこれに準ずる団体等からの委託により受講する者を委託生とする。

2 1科目または数科目の授業科目を聴講する者を聴講生とする。

3 委託生または聴講生として入学を志願する者があるときは、学生の履修の妨げとならない範囲において

選考のうえ、これを許可する。

第52条 科目等履修生、委託生及び聴講生の納付金は別表Ⅴに定めるとおりとし、第27条及び第42条を準用する。

（公 開 講 座）

第53条 一般人及び教職にある者のために公開講座を開くことがある。公開講座に関する事項は別にこれを示す。

（外国人留学生等）

第54条 外国人で入学を志願する者があるときは、選考のうえ、これを許可することがある。

第10章 図書館及び博物館

（図 書 館）

第55条 本大学に附属図書館を置く。

2 図書館に関する規則は別にこれを定める。

（博 物 館）

第56条 本大学に博物館として、武蔵野音楽大学楽器ミュージアムを置く。

2 武蔵野音楽大学楽器ミュージアムに関する規則は別にこれを定める。

第11章 学 寮

（学 寮）

第57条 本大学に学寮を設け希望者には選考のうえ、入寮を許可する。

2 学生が学寮の規則に違反した場合その他教育上必要と認めたときは退寮を命ずることがある。
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3 学寮に関する規則は別にこれを定める。

第12章 学 生

（学 生 得）

第58条 本大学学生として る き事項は別にこれを定める。

第13章

（学 則 の ）

第59条 本学則の は、 事会の を て 事長が行う。

- 9 -

附 則 本学則は 和24年 4月 1日から施行する。(本大学設置)

附 則 本学則は 和26年 4月 1日から施行する。(別科設置)

附 則 本学則は 和28年 4月 1日から施行する。( 科設置)

附 則 本学則は 和40年 4月 1日から施行する。(学科 設)

附 則 本学則は 和44年 4月 1日から施行する。(大学 設置)

附 則 本学則は平成 4年 4月 1日から施行する。 し、本学則施行の 、現に在学する学生については、第11条第 2項及

び第 3項、第42条 びに第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(教育課程及び納付金の改訂)

2 本学則第21条及び第22条の規定は平成 3年 7月 1日から適用する。(学 の学位 の位置付け等)

附 則 本学則は平成 6年 4月 1日から施行する。(科目等履修生の設置等)

附 則 本学則は平成18年 4月 1日から施行する。(学科 設等)

附 則 本学則は平成19年 4月 1日から施行する。(学科 設等)

附 則 本学則は平成22年 4月 1日から施行し、平成22年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第15条の 1、第27条及び第42条の規定にかかわらず、従前の例に

よる。(学生定員、別表Ⅱ教職に関する科目等、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂)

附 則 本学則は平成25年 4月 1日から施行し、平成25年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第27条、第43条の規定にかかわらず、従前の例による。(学生定

員、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂)

ただし、第11条は現に在学する学生にも適用する。(教養科目、別表Ⅰ音楽学部教育課程の改訂)

附 則 本学則は平成26年 4月 1日から施行し、平成26年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 5条第 2項、第 6条、第14条第 2項、第 3項、第43条の規定にかかわら

ず、従前の例による。（学部の目的、学生定員、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂、条文整

理、条文番号改訂）

附 則 本学則は平成27年 4月 1日から施行する。（ 、 定、教育職員、 職員等、教授会の目的、教授会の 、

教授会の ､ 、教授会の 項、教授会の成 に係る改訂、別表Ⅰ表 の一部改訂）

附 則 本学則は平成28年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第15条、第26条、第27条、第42条及び第43条の規定にかかわらず、従前の

例による。

( 取得に関する科目等、 の取得、別表Ⅰの一部改訂、別表Ⅲ表 の一部改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改

訂、条文整理)

附 則 本学則は平成29年 4月 1日から施行し、平成29年度の入学生から適用する。なお、現に在学する学生については、

第 1条、第 5条、第 6条、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第20条、第20条

の 3、第28条、第31条、第34条、第36条、第37条の 2、第38条、第42条、第43条の規定にかかわらず、従前の例に

よる。（目的及び 、学部・学科・コース、学部の目的、課程、学生定員、修業年 、学期、休業日、授業科目、
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3 学寮に関する規則は別にこれを定める。

第12章 学 生

（学 生 得）

第58条 本大学学生として る き事項は別にこれを定める。

第13章

（学 則 の ）

第59条 本学則の は、 事会の を て 事長が行う。

- 9 -

附 則 本学則は 和24年 4月 1日から施行する。(本大学設置)

附 則 本学則は 和26年 4月 1日から施行する。(別科設置)

附 則 本学則は 和28年 4月 1日から施行する。( 科設置)

附 則 本学則は 和40年 4月 1日から施行する。(学科 設)

附 則 本学則は 和44年 4月 1日から施行する。(大学 設置)

附 則 本学則は平成 4年 4月 1日から施行する。 し、本学則施行の 、現に在学する学生については、第11条第 2項及

び第 3項、第42条 びに第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。(教育課程及び納付金の改訂)

2 本学則第21条及び第22条の規定は平成 3年 7月 1日から適用する。(学 の学位 の位置付け等)

附 則 本学則は平成 6年 4月 1日から施行する。(科目等履修生の設置等)

附 則 本学則は平成18年 4月 1日から施行する。(学科 設等)

附 則 本学則は平成19年 4月 1日から施行する。(学科 設等)

附 則 本学則は平成22年 4月 1日から施行し、平成22年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第15条の 1、第27条及び第42条の規定にかかわらず、従前の例に

よる。(学生定員、別表Ⅱ教職に関する科目等、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂)

附 則 本学則は平成25年 4月 1日から施行し、平成25年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第27条、第43条の規定にかかわらず、従前の例による。(学生定

員、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂)

ただし、第11条は現に在学する学生にも適用する。(教養科目、別表Ⅰ音楽学部教育課程の改訂)

附 則 本学則は平成26年 4月 1日から施行し、平成26年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 5条第 2項、第 6条、第14条第 2項、第 3項、第43条の規定にかかわら

ず、従前の例による。（学部の目的、学生定員、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂、条文整

理、条文番号改訂）

附 則 本学則は平成27年 4月 1日から施行する。（ 、 定、教育職員、 職員等、教授会の目的、教授会の 、

教授会の ､ 、教授会の 項、教授会の成 に係る改訂、別表Ⅰ表 の一部改訂）

附 則 本学則は平成28年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第15条、第26条、第27条、第42条及び第43条の規定にかかわらず、従前の

例による。

( 取得に関する科目等、 の取得、別表Ⅰの一部改訂、別表Ⅲ表 の一部改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改

訂、条文整理)

附 則 本学則は平成29年 4月 1日から施行し、平成29年度の入学生から適用する。なお、現に在学する学生については、

第 1条、第 5条、第 6条、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第20条、第20条

の 3、第28条、第31条、第34条、第36条、第37条の 2、第38条、第42条、第43条の規定にかかわらず、従前の例に

よる。（目的及び 、学部・学科・コース、学部の目的、課程、学生定員、修業年 、学期、休業日、授業科目、

− 9 −
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免許等取得に関する科目等、履修の方法、学年進級基準、免許等の取得、単位の計算方法、他大学における既修得

単位の認定、保証人、休学、退学、転入学及び編入学、転科・コースの変更、除籍、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別

表Ⅱ教職に関する科目等、別表Ⅲ博物館に関する科目等、別表Ⅳ音楽学部第 3年次進級基準、別表Ⅴ音楽学部納付

金に係る改訂）ただし、第14条別表Ⅰ音楽学部教育課程のうち、第14条第 5項(教養科目)は、現に在学する学生に

も適用する。

2 (音楽学部器楽学科、声楽学科、作曲学科、音楽学学科、音楽教育学科、ヴィルトゥオーソ学科、音楽環境運営学

科の存続に関する経過措置)

音楽学部器楽学科、声楽学科、作曲学科、音楽学学科、音楽教育学科、ヴィルトゥオーソ学科、音楽環境運営学科

は、改正後の学則第5条の規定にかかわらず平成32年 3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくな

るまでの間、存続するものとする。また、第6条の規定にかかわらず平成29年度から平成31年度までの間の定員は

次のとおりとする。

学科 平成29年度 平成30年度 平成31年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

演奏学科 270 270 270 540 270 810

音楽総合学科 40 40 40 80 40 120

器楽学科 － 600 － 400 － 200

声楽学科 － 150 － 100 － 50

作曲学科 － 15 － 10 － 5

音楽学学科 － 15 － 10 － 5

音楽教育学科 － 45 － 30 － 15

ヴィルトゥオーソ学科 － 60 － 40 － 20

音楽環境運営学科 － 45 － 30 － 15

附 則 本学則は平成30年 4月 1日から施行し、第12条、第60条は現に在学する学生にも適用する。(学期、博物館)

附 則 本学則は平成31年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第15条第 1項、第18条、第26条、第27条、第42条及び第43条の規定にかか

わらず、従前の例による。

（免許等取得に関する科目等、免許等の取得、施設費、別表Ⅱの一部改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 2年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第26条、第28条、第29条、第30条、第31条及び第34条の規定にかかわらず、

従前の例による。

（連帯保証人、休学、退学、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 3年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第14条、第17条、第26条の規定にかかわらず、従前の例による。

（文言整理、授業の形態の新設による条文番号の整理、別表Ⅰ音楽学部教育課程、学年進級基準及び別表Ⅳ音楽学

部第３年次進級基準の改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 4年 4月 1日から施行し、令和 4年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第14条、第22条の規定にかかわらず、従前の例による。

（定員の変更、文言整理、教授会に係る条文を別に定めたことによる条の繰り上げ、学則の変更の新設、別表Ⅰ音

楽学部教育課程、別表Ⅱ教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の改訂）

附 則 本学則は令和 5年 4月 1日から施行し、令和 5年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 5条、第14条、第20条の 3、第26条、第27条の規定にかかわらず、従前

の例による。

（学部･学科･コース､学部の目的､課程、単位の授与及び成績評価、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別表Ⅴ音楽学部納付

金の改訂、別表Ⅵ各学科･各コースの目的の新設）
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楽学 14

専 科 科 科 科

演奏学科
演奏学科 器楽コース( 楽器専修 ) 演奏学科 器楽コース( 楽器専修オル )

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(ピアノ)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(オル ン)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(ピアノ) ４ 卒業演奏(オル ン) ４
専

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 専 Ⅰ Ⅱ
門 ソルフェージュⅠ～Ⅳ ピアノⅠ・Ⅱ

２ １ １ １ １ １ １
門

科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ ４ 奏 音Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ 科 １ １ １ １
目 必

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
必 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ 修 １ １ １ １
修 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

音楽史Ⅰ・Ⅱ 科 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２

科
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
目 １ １ １ １ ２ ２ ２ ２

外
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 外
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
目 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

目
教

キャリアデザイン(導入編) １ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
養

２
科 教

キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(導入編) １
目 養

２
Ⅰ Ⅱ 科

演奏法Ⅰ・Ⅱ キャリアデザイン(展開編) １
１ １ 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
奏法基礎Ⅰ・Ⅱ 奏法基礎Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
ピアノアン ン ル研究 Ⅰ Ⅱ 演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 演奏法(オル ン) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
レパートリー研究(ピアノ) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究 Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ (オル ン)Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ピアノⅢ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
択 門 １ １ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ

科 科 １ １
択 門 １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ ２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ 科 科
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

和声Ⅴ・Ⅵ 目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ
２ ２ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

対位法Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

楽式Ⅰ・Ⅱ 対位法Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １

Ⅰ Ⅱ
日本音楽概論 ２ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 日本音楽概論 ２
２ ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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免許等取得に関する科目等、履修の方法、学年進級基準、免許等の取得、単位の計算方法、他大学における既修得

単位の認定、保証人、休学、退学、転入学及び編入学、転科・コースの変更、除籍、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別

表Ⅱ教職に関する科目等、別表Ⅲ博物館に関する科目等、別表Ⅳ音楽学部第 3年次進級基準、別表Ⅴ音楽学部納付

金に係る改訂）ただし、第14条別表Ⅰ音楽学部教育課程のうち、第14条第 5項(教養科目)は、現に在学する学生に

も適用する。

2 (音楽学部器楽学科、声楽学科、作曲学科、音楽学学科、音楽教育学科、ヴィルトゥオーソ学科、音楽環境運営学

科の存続に関する経過措置)

音楽学部器楽学科、声楽学科、作曲学科、音楽学学科、音楽教育学科、ヴィルトゥオーソ学科、音楽環境運営学科

は、改正後の学則第5条の規定にかかわらず平成32年 3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくな

るまでの間、存続するものとする。また、第6条の規定にかかわらず平成29年度から平成31年度までの間の定員は

次のとおりとする。

学科 平成29年度 平成30年度 平成31年度

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

演奏学科 270 270 270 540 270 810

音楽総合学科 40 40 40 80 40 120

器楽学科 － 600 － 400 － 200

声楽学科 － 150 － 100 － 50

作曲学科 － 15 － 10 － 5

音楽学学科 － 15 － 10 － 5

音楽教育学科 － 45 － 30 － 15

ヴィルトゥオーソ学科 － 60 － 40 － 20

音楽環境運営学科 － 45 － 30 － 15

附 則 本学則は平成30年 4月 1日から施行し、第12条、第60条は現に在学する学生にも適用する。(学期、博物館)

附 則 本学則は平成31年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第15条第 1項、第18条、第26条、第27条、第42条及び第43条の規定にかか

わらず、従前の例による。

（免許等取得に関する科目等、免許等の取得、施設費、別表Ⅱの一部改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 2年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第26条、第28条、第29条、第30条、第31条及び第34条の規定にかかわらず、

従前の例による。

（連帯保証人、休学、退学、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 3年 4月 1日から施行する。

なお、現に在学する学生については、第14条、第17条、第26条の規定にかかわらず、従前の例による。

（文言整理、授業の形態の新設による条文番号の整理、別表Ⅰ音楽学部教育課程、学年進級基準及び別表Ⅳ音楽学

部第３年次進級基準の改訂、別表Ⅴ音楽学部納付金の改訂）

附 則 本学則は令和 4年 4月 1日から施行し、令和 4年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 6条、第14条、第22条の規定にかかわらず、従前の例による。

（定員の変更、文言整理、教授会に係る条文を別に定めたことによる条の繰り上げ、学則の変更の新設、別表Ⅰ音

楽学部教育課程、別表Ⅱ教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の改訂）

附 則 本学則は令和 5年 4月 1日から施行し、令和 5年度の入学生から適用する。

なお、現に在学する学生については、第 5条、第14条、第20条の 3、第26条、第27条の規定にかかわらず、従前

の例による。

（学部･学科･コース､学部の目的､課程、単位の授与及び成績評価、別表Ⅰ音楽学部教育課程、別表Ⅴ音楽学部納付

金の改訂、別表Ⅵ各学科･各コースの目的の新設）
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楽学 14

専 科 科 科 科

演奏学科
演奏学科 器楽コース( 楽器専修 ) 演奏学科 器楽コース( 楽器専修オル )

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(ピアノ)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(オル ン)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(ピアノ) ４ 卒業演奏(オル ン) ４
専

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 専 Ⅰ Ⅱ
門 ソルフェージュⅠ～Ⅳ ピアノⅠ・Ⅱ

２ １ １ １ １ １ １
門

科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ ４ 奏 音Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ 科 １ １ １ １
目 必

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
必 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ 修 １ １ １ １
修 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

音楽史Ⅰ・Ⅱ 科 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２

科
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
目 １ １ １ １ ２ ２ ２ ２

外
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 外
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
目 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

目
教

キャリアデザイン(導入編) １ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
養

２
科 教

キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(導入編) １
目 養

２
Ⅰ Ⅱ 科

演奏法Ⅰ・Ⅱ キャリアデザイン(展開編) １
１ １ 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
奏法基礎Ⅰ・Ⅱ 奏法基礎Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
ピアノアン ン ル研究 Ⅰ Ⅱ 演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 演奏法(オル ン) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
レパートリー研究(ピアノ) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究 Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ (オル ン)Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ピアノⅢ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
択 門 １ １ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ

科 科 １ １
択 門 １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ ２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ 科 科
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

和声Ⅴ・Ⅵ 目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ
２ ２ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

対位法Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

楽式Ⅰ・Ⅱ 対位法Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １

Ⅰ Ⅱ
日本音楽概論 ２ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 日本音楽概論 ２
２ ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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演奏学科 器楽コース(管楽器専修) 演奏学科 器楽コース(打楽器専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(管楽器)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(打楽器)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(管楽器) ４ 卒業演奏(打楽器) ４

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ピアノⅠ～Ⅳ ピアノⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
専 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅴ～Ⅷ 管弦楽Ⅴ～Ⅷ
門 門 １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ １ １ １ １ ６ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

科 １ １ 科 １ １
１ １ １ １

必 目 管楽合奏Ⅰ～Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 必 目 打楽器合奏Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
科 科

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ

目 ２ ２ ２ ２ 目 ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 管弦楽Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ 管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

管楽合奏Ⅲ～Ⅵ 打楽器合奏Ⅰ～Ⅵ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(管楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ (打楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
レパートリー研究(管楽器) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究(打楽器) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ピアノⅤ～Ⅷ ピアノⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

選 専 声楽Ⅰ・Ⅱ 選 専 声楽Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

択 門 択 門
２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 科 科 科
１ １ １ １ １ １ １ １

女声合唱Ⅰ～Ⅳ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ
目 目 目 目

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅤ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 器楽コース( 楽器専修) 演奏学科 楽コース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(弦楽器)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(声楽)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(弦楽器) ４ 卒業演奏(声楽) ４

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
ピアノⅠ～Ⅳ 専 ピアノⅠ～Ⅵ

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 門 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅴ～Ⅷ ６２ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ
専 １ １ １ １ １ １ １ １

１ １ １ １ 科
管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

門 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
( ) 目 １ １ １ １

６ 必
科 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

弦楽合奏Ⅰ・Ⅱ 和声Ⅰ～Ⅳ
必 １ １ 修 ２ ２ ２ ２

目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

修 楽Ⅰ・Ⅱ 科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
目 外

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ １ １ １ １
目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
英語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
外

教
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ キャリアデザイン(導入編) １

養
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２

科
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ キャリアデザイン(展開編) １

１ １ １ １ 目
目

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 声楽アン ン ルⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １

教 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
キャリアデザイン(導入編) １ 合唱Ⅰ～Ⅷ

養 １ １ １ １ １ １ １ １
２

科
キャリアデザイン(展開編) １ オ ラ基礎演技Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

目 １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ オ ラ 唱Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ディ ン(ドイツ語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

( ) １ １ １ １ １ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅲ Ⅳ ディ ン(イタリア語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

弦楽合奏Ⅲ・Ⅳ
１ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ディ ン(フランス語) Ⅰ Ⅱ

(弦楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ 選 専 Ⅰ・Ⅱ １ １
レパートリー研究(弦楽器) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究(声楽) Ⅰ Ⅱ

択 門
Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １

２８
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 科 科 Ⅶ Ⅷ

ピアノⅤ～Ⅷ ピアノⅦ・Ⅷ
１ １ １ １ １ １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ソルフェージュⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １

選 専 Ⅴ Ⅵ
混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ

２ ２
択 門

１ １ １ １ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ

科 科 ２ ２ ２ ２
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ

目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ

和声Ⅴ・Ⅵ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

対位法Ⅰ～Ⅳ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 日本音楽概論 ２
１ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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演奏学科 器楽コース(管楽器専修) 演奏学科 器楽コース(打楽器専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(管楽器)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(打楽器)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(管楽器) ４ 卒業演奏(打楽器) ４

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ピアノⅠ～Ⅳ ピアノⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
専 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅴ～Ⅷ 管弦楽Ⅴ～Ⅷ
門 門 １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ １ １ １ １ ６ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

科 １ １ 科 １ １
１ １ １ １

必 目 管楽合奏Ⅰ～Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 必 目 打楽器合奏Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
科 科

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ

目 ２ ２ ２ ２ 目 ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 管弦楽Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ 管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

管楽合奏Ⅲ～Ⅵ 打楽器合奏Ⅰ～Ⅵ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(管楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ (打楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
レパートリー研究(管楽器) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究(打楽器) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ピアノⅤ～Ⅷ ピアノⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

選 専 声楽Ⅰ・Ⅱ 選 専 声楽Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

択 門 択 門
２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 科 科 科
１ １ １ １ １ １ １ １

女声合唱Ⅰ～Ⅳ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ
目 目 目 目

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅤ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 器楽コース( 楽器専修) 演奏学科 楽コース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

専攻実技(弦楽器)Ⅰ～Ⅷ 専攻実技(声楽)Ⅰ～Ⅷ

卒業演奏(弦楽器) ４ 卒業演奏(声楽) ４

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
ピアノⅠ～Ⅳ 専 ピアノⅠ～Ⅵ

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 門 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅴ～Ⅷ ６２ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ
専 １ １ １ １ １ １ １ １

１ １ １ １ 科
管・打楽器合奏Ⅴ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

門 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
( ) 目 １ １ １ １

６ 必
科 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

弦楽合奏Ⅰ・Ⅱ 和声Ⅰ～Ⅳ
必 １ １ 修 ２ ２ ２ ２

目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

修 楽Ⅰ・Ⅱ 科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
目 外

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
和声Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ １ １ １ １
目

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
英語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
外

教
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ キャリアデザイン(導入編) １

養
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ２

科
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ キャリアデザイン(展開編) １

１ １ １ １ 目
目

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 声楽アン ン ルⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １

教 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
キャリアデザイン(導入編) １ 合唱Ⅰ～Ⅷ

養 １ １ １ １ １ １ １ １
２

科
キャリアデザイン(展開編) １ オ ラ基礎演技Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

目 １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ オ ラ 唱Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ディ ン(ドイツ語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

( ) １ １ １ １ １ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅲ Ⅳ ディ ン(イタリア語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

弦楽合奏Ⅲ・Ⅳ
１ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ディ ン(フランス語) Ⅰ Ⅱ

(弦楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ 選 専 Ⅰ・Ⅱ １ １
レパートリー研究(弦楽器) Ⅰ Ⅱ レパートリー研究(声楽) Ⅰ Ⅱ

択 門
Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １

２８
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 科 科 Ⅶ Ⅷ

ピアノⅤ～Ⅷ ピアノⅦ・Ⅷ
１ １ １ １ １ １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ソルフェージュⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １

選 専 Ⅴ Ⅵ
混声合唱Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ

２ ２
択 門

１ １ １ １ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ

科 科 ２ ２ ２ ２
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ

目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ

和声Ⅴ・Ⅵ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

対位法Ⅰ～Ⅳ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 日本音楽概論 ２
１ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修 ) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修オル )

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・ピアノ)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・オル ン)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
卒業演奏 卒業演奏

６ ６
(ヴィル・ピアノ) (ヴィル・オル ン)

専 レパートリー研究(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究 Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ (オル ン)Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

必 必
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
修 ２ ２ ２ ２ 修 ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

演奏法Ⅰ・Ⅱ 奏法基礎Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
奏法基礎Ⅰ・Ⅱ 奏 音Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １
ピアノアン ン ル研究 Ⅰ Ⅱ 演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 演奏法(オル ン) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
選 専 １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
女声合唱Ⅰ～Ⅵ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ

択 門 １ １
２８ 選 専 １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
科 科 ソルフェージュⅤ～Ⅷ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ 択 門
２８

目 目 Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
和声Ⅴ・Ⅵ 科 科 ソルフェージュⅤ～Ⅷ

２ ２ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 目 Ⅴ Ⅵ

対位法Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

楽式Ⅰ・Ⅱ 対位法Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽史Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース(管楽器専修) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース(打楽器専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・管楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・打楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

卒業演奏(ヴィル・管楽器) ６ 卒業演奏(ヴィル・打楽器) ６

専 レパートリー研究(管楽器) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究(打楽器) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 必 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必 和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

修
修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ 科 ２ ２ ２ ２

科
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 目 英語Ⅰ～Ⅳ
目 １ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 管弦楽Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
管楽合奏Ⅰ～Ⅵ 打楽器合奏Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(管楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ (打楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ピアノⅠ～Ⅷ ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
声楽Ⅰ・Ⅱ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

選 専 混声合唱Ⅰ～Ⅳ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ 択 門 １ １ １ １

択 門 ２８
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ

科 科
科 科

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ 目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ

目 目 １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修 ) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修オル )

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・ピアノ)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・オル ン)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
卒業演奏 卒業演奏

６ ６
(ヴィル・ピアノ) (ヴィル・オル ン)

専 レパートリー研究(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究 Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ (オル ン)Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

必 必
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
修 ２ ２ ２ ２ 修 ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

演奏法Ⅰ・Ⅱ 奏法基礎Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
奏法基礎Ⅰ・Ⅱ 奏 音Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １
ピアノアン ン ル研究 Ⅰ Ⅱ 演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
演奏入門(ピアノ) Ⅰ Ⅱ 演奏法(オル ン) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

声楽Ⅰ・Ⅱ ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
選 専 １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
女声合唱Ⅰ～Ⅵ 混声合唱Ⅰ～Ⅷ

択 門 １ １
２８ 選 専 １ １ １ １ １ １

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
科 科 ソルフェージュⅤ～Ⅷ 女声合唱Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ 択 門
２８

目 目 Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
和声Ⅴ・Ⅵ 科 科 ソルフェージュⅤ～Ⅷ

２ ２ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 目 目 Ⅴ Ⅵ

対位法Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

楽式Ⅰ・Ⅱ 対位法Ⅰ～Ⅳ
１ １ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽史Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース(管楽器専修) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース(打楽器専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・管楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・打楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

卒業演奏(ヴィル・管楽器) ６ 卒業演奏(ヴィル・打楽器) ６

専 レパートリー研究(管楽器) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究(打楽器) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 必 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

必 和声Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

修
修 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ 科 ２ ２ ２ ２

科
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 目 英語Ⅰ～Ⅳ
目 １ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 管弦楽Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ 管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
管楽合奏Ⅰ～Ⅵ 打楽器合奏Ⅰ～Ⅵ

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(管楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ (打楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ピアノⅠ～Ⅷ ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
声楽Ⅰ・Ⅱ 声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 選 専 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

選 専 混声合唱Ⅰ～Ⅳ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ 択 門 １ １ １ １

択 門 ２８
２８ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 女声合唱Ⅰ～Ⅳ

科 科
科 科

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ 目 目 ソルフェージュⅤ～Ⅷ

目 目 １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・弦楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・声楽)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

卒業演奏(ヴィル・弦楽器) ６ 卒業演奏(ヴィル・声楽) ６

専 レパートリー研究(弦楽器) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究(声楽) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ 必 １ １ １ １

必
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

和声Ⅰ～Ⅳ 修 和声Ⅰ～Ⅳ
修 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
目

目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 声楽アン ン ルⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ

( ) １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

弦楽合奏Ⅰ～Ⅳ 合唱Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ

楽Ⅰ・Ⅱ オ ラ基礎演技Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
オ ラ 唱Ⅰ～Ⅳ

(弦楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ディ ン(ドイツ語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ 選 専 ディ ン(イタリア語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
択 門 択 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ディ ン(フランス語) Ⅰ Ⅱ
２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ ２８

科 科 科 科 Ⅰ・Ⅱ １ １
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
目 目 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 目 目 ピアノⅠ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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音楽総合学科

この学科は４つのコースで構成され、入学時においては特定のコースを決めない（オープンメジャーシステム）で履修するか、あるいは入学時から特定のコースを決
めて履修するかを選択できる。

オープンメジャーシステム

１．第１年次の学生全員が「表１」の科目を履修する。

２．第２年次から４年次では、１８ページおよび１９ページに記載されている教育課程の中から、自分で選択したコースの第２年次以降の科目を履修する。

３．第２年次に追加で履修が必要となる科目は「表２」のとおり。
上記２で選択した「コース別教育課程」の第２年次に開講している科目に加え、「表２」に記載の科目を履修しなければならない。

４．全学科共通の自由科目については、２０ページの教育課程により第１年次から履修する。

表１ 第１年次に履修する科目 表２ 第２年次に追加で履修が必要となる科目

１
種 区 必 要 年次 【作曲コース】

前 後
別 分 単位数 科目

期 期
音楽基礎理論Ⅰ ２単位

音楽の世界史 ２ 音楽基礎理論Ⅱ ２単位

音楽心理学(基礎) ２

現代社会と音楽 ２ 【音楽学コース】

基 現代と音楽ビジネス ２ 音楽学概論Ⅰ ２単位
音楽学概論Ⅱ ２単位

礎
８ 音楽指導実践(基礎) ２

科
ポピュラー・カルチャー論 ２

目
【音楽教育コース】

デジタルメディア進化論 ２
音楽教育学概論Ⅰ ２単位

ビジネスマナーとコミュニ
２ 音楽教育学概論Ⅱ ２単位

ケーション能力
必

音楽アナリーゼ(基礎) ２
修

音楽アナリーゼ(発展) ２ 【アートマネジメントコース】
科

目 楽譜作成ソフトウェア講座 ２ アートマネジメント研究(基礎)Ⅰ ２単位
アートマネジメント研究(基礎)Ⅱ ２単位

Ⅰ Ⅱ
西洋音楽史Ⅰ・Ⅱ

専 ２ ２
(ピ ア ノ)

門
(オルガン)

６ 音楽実技 Ⅰ Ⅱ
科 (管 楽 器)

Ⅰ・Ⅱ (打 楽 器) １ １
目

(弦 楽 器)
(声 楽)

Ⅰ Ⅱ
英語Ⅰ・Ⅱ

１ １
外
国 基礎ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
語 ４ Ⅰ Ⅱ

科 基礎イタリア語Ⅰ・Ⅱ
１ １

目
基礎フランス語Ⅰ・Ⅱ

教
養

１ キャリアデザイン(導入編) １
科
目

Ⅰ Ⅱ
音楽基礎理論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

記譜法Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ・Ⅱ
選 専

１ １
択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

８
科 科 Ⅰ Ⅱ

ソルフェージュⅠ・Ⅱ
１ １

目 目
Ⅰ Ⅱ

和声Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

ピアノⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

｢音楽実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １

備考１．音楽総合学科に所属する者に限り、音楽総合学科の４コースに開設している選択科目を横断して履修することができ、選択科目の必要単位数に含むことがで

きる。

２．フィックスメジャーシステムで履修する者は、オープンメジャーシステムに開設する基礎科目を自由科目の一部として履修し、自由科目の必要単位数に含む

ことができる。
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演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽器専修) 演奏学科 ヴィルトゥオーゾコース( 楽専修)

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 専攻実技 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(ヴィル・弦楽器)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ (ヴィル・声楽)Ⅰ～Ⅷ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

卒業演奏(ヴィル・弦楽器) ６ 卒業演奏(ヴィル・声楽) ６

専 レパートリー研究(弦楽器) Ⅰ Ⅱ 専 レパートリー研究(声楽) Ⅰ Ⅱ

Ⅰ・Ⅱ １ １ Ⅰ・Ⅱ １ １
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ ６４ 演奏ゼミナールⅠ～Ⅳ

科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ 必 １ １ １ １

必
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

和声Ⅰ～Ⅳ 修 和声Ⅰ～Ⅳ
修 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
目

目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

管弦楽Ⅰ～Ⅷ 声楽アン ン ルⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １

管・打楽器合奏Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
混声合唱Ⅰ～Ⅷ

( ) １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

弦楽合奏Ⅰ～Ⅳ 合唱Ⅰ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ

楽Ⅰ・Ⅱ オ ラ基礎演技Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ
１ １ １ １

オーケストラスタディ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
オ ラ 唱Ⅰ～Ⅳ

(弦楽器)Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ディ ン(ドイツ語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ピアノⅠ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １

選 専 Ⅰ Ⅱ 選 専 ディ ン(イタリア語) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
声楽Ⅰ・Ⅱ

１ １ Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
択 門 択 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ディ ン(フランス語) Ⅰ Ⅱ
２８ 混声合唱Ⅰ～Ⅳ ２８

科 科 科 科 Ⅰ・Ⅱ １ １
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
目 目 女声合唱Ⅰ～Ⅳ 目 目 ピアノⅠ～Ⅷ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅴ Ⅵ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２
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音楽総合学科

この学科は４つのコースで構成され、入学時においては特定のコースを決めない（オープンメジャーシステム）で履修するか、あるいは入学時から特定のコースを決
めて履修するかを選択できる。

オープンメジャーシステム

１．第１年次の学生全員が「表１」の科目を履修する。

２．第２年次から４年次では、１８ページおよび１９ページに記載されている教育課程の中から、自分で選択したコースの第２年次以降の科目を履修する。

３．第２年次に追加で履修が必要となる科目は「表２」のとおり。
上記２で選択した「コース別教育課程」の第２年次に開講している科目に加え、「表２」に記載の科目を履修しなければならない。

４．全学科共通の自由科目については、２０ページの教育課程により第１年次から履修する。

表１ 第１年次に履修する科目 表２ 第２年次に追加で履修が必要となる科目

１
種 区 必 要 年次 【作曲コース】

前 後
別 分 単位数 科目

期 期
音楽基礎理論Ⅰ ２単位

音楽の世界史 ２ 音楽基礎理論Ⅱ ２単位

音楽心理学(基礎) ２

現代社会と音楽 ２ 【音楽学コース】

基 現代と音楽ビジネス ２ 音楽学概論Ⅰ ２単位
音楽学概論Ⅱ ２単位

礎
８ 音楽指導実践(基礎) ２

科
ポピュラー・カルチャー論 ２

目
【音楽教育コース】

デジタルメディア進化論 ２
音楽教育学概論Ⅰ ２単位

ビジネスマナーとコミュニ
２ 音楽教育学概論Ⅱ ２単位

ケーション能力
必

音楽アナリーゼ(基礎) ２
修

音楽アナリーゼ(発展) ２ 【アートマネジメントコース】
科

目 楽譜作成ソフトウェア講座 ２ アートマネジメント研究(基礎)Ⅰ ２単位
アートマネジメント研究(基礎)Ⅱ ２単位

Ⅰ Ⅱ
西洋音楽史Ⅰ・Ⅱ

専 ２ ２
(ピ ア ノ)

門
(オルガン)

６ 音楽実技 Ⅰ Ⅱ
科 (管 楽 器)

Ⅰ・Ⅱ (打 楽 器) １ １
目

(弦 楽 器)
(声 楽)

Ⅰ Ⅱ
英語Ⅰ・Ⅱ

１ １
外
国 基礎ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
語 ４ Ⅰ Ⅱ

科 基礎イタリア語Ⅰ・Ⅱ
１ １

目
基礎フランス語Ⅰ・Ⅱ

教
養

１ キャリアデザイン(導入編) １
科
目

Ⅰ Ⅱ
音楽基礎理論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
Ⅰ Ⅱ

記譜法Ⅰ・Ⅱ
２ ２
Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ・Ⅱ
選 専

１ １
択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

８
科 科 Ⅰ Ⅱ

ソルフェージュⅠ・Ⅱ
１ １

目 目
Ⅰ Ⅱ

和声Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

ピアノⅠ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

｢音楽実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １

備考１．音楽総合学科に所属する者に限り、音楽総合学科の４コースに開設している選択科目を横断して履修することができ、選択科目の必要単位数に含むことがで

きる。

２．フィックスメジャーシステムで履修する者は、オープンメジャーシステムに開設する基礎科目を自由科目の一部として履修し、自由科目の必要単位数に含む

ことができる。
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フ スメジャー ス

音楽総合学科 コース 音楽総合学科 音楽学コース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
作 法(基礎) Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽学概論Ⅰ・Ⅱ
( スン)Ⅰ・Ⅱ ２ ２ ２ ２
作 法(応用) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

音楽学研究Ⅰ～Ⅵ
( スン)Ⅰ～Ⅵ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
作応用研究Ⅰ～Ⅳ 楽 Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ １ １ １ １
オー スト ー ン Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

別演習Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ～Ⅴ １ １ １ １ １ １ １ １ １

専 Ⅰ Ⅱ 専 Ⅰ Ⅱ
Ａ (基礎)Ⅰ・Ⅱ 日本音楽史Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 音楽ジャー リ 論 Ⅰ Ⅱ
５ Ａ (応用)Ⅰ～Ⅳ ６０

科 １ １ １ １ 科 Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ

目 作 演 ２ 目 合演習Ⅰ・Ⅱ
２ ２

必 必
卒業作 ４ 卒業論文(音楽学) ４

修 修
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ピアノⅠ～Ⅳ ピアノⅠ～Ⅳ
科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ ２ ２ ２ ２

外
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 外
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
目 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

目
教

キャリアデザイン(導入編) １ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
養

２
科 教

キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(導入編) １
目 養

２
Ⅰ Ⅱ 科

音楽基礎理論Ⅰ・Ⅱ キャリアデザイン(展開編) １
２ ２ 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

法Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
映像音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

楽 ア リー Ⅰ～Ⅳ ピアノⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ
オルガンⅠ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

選 専 １ １
Ⅰ Ⅱ

管楽器Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 択 門 混声合唱Ⅰ・Ⅱ
２８ １ １

１ １ １ １ １ １ １ １ 科 科
打楽器Ⅰ～Ⅷ 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

選 専
目 目

Ⅴ Ⅵ
択 門 弦楽器Ⅰ～Ⅷ 和声Ⅴ・Ⅵ

２ ２
２８

科 科 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ピアノⅤ～Ⅷ 対位法Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ ２ ２ ２ ２
目 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
声楽Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ～Ⅵ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ １ １

１ １
女声合唱Ⅰ・Ⅱ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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音楽総合学科 音楽教育コース 音楽総合学科 アートマネジメントコース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ アートマネジメント研究 Ⅰ Ⅱ

音楽教育学概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ (基礎)Ⅰ・Ⅱ ２ ２

Ⅰ Ⅱ アートマネジメント研究 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
音楽教育史Ⅰ・Ⅱ

１ １ (応用)Ⅰ～Ⅵ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

音楽教育学研究Ⅰ～Ⅳ 舞台技術概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

音楽指導実践研究Ⅰ～Ⅳ 劇場音響概論Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽指導者論Ⅰ・Ⅱ 広報宣伝資料製作 ２
１ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ アートマネジメント実習 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
卒業論文演習Ⅰ～Ⅳ

専 １ １ １ １ 専 Ⅰ～Ⅲ １ １ ２
Ⅰ Ⅱ

門 卒業論文(音楽教育) ４ 門 芸術文化政策論Ⅰ・Ⅱ
５８ ２ ２

６０
科 (ピ ア ノ) 科 コンピュータ音楽実習 Ⅰ Ⅱ

(オルガン) Ⅰ・Ⅱ ２ ２
目 目

必 (管 楽 器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 必 Ⅰ Ⅱ
基礎実技Ⅰ～Ⅷ 企画制作演習Ⅰ・Ⅱ

(打 楽 器) １ １ １ １ １ １ １ １ ２ ２
修 修

(弦 楽 器) 卒業論文
４

科 (声 楽) 科 (アートマネジメント)
ピアノⅠ～Ⅳ ☆ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (ピ ア ノ)

目 目
｢基礎実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ (オルガン)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 音楽実技 (管 楽 器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ (打 楽 器) １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (弦 楽 器)

和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ (声 楽)
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽心理学研究Ⅰ・Ⅱ 映像音楽概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １

生涯教育・社会福祉と音楽 Ⅰ Ⅱ
演劇論・演出論 ２

Ⅰ・Ⅱ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

アンサンブル指導法Ⅰ・Ⅱ 舞踊概論Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

音楽実技ＡⅠ～Ⅵ(声楽) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ (ピ ア ノ)
｢基礎実技(声楽)履修者以外｣ １ １ １ １ １ １ (オルガン)

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
音楽実技 (管 楽 器)

音楽実技Ｂ (管 楽 器)
Ⅴ～Ⅷ (打 楽 器) １ １ １ １

Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
(弦 楽 器)

(打 楽 器)
｢基礎実技(管楽器, １ １ １ １ (声 楽)
打楽器,弦楽器) ピアノⅠ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(弦 楽 器)
履修楽器以外｣ ｢音楽実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ １ １ １ １
ピアノⅤ～Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

｢基礎実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ ｢音楽実技(声楽)履修者以外｣ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ～Ⅷ 混声合唱Ⅰ・Ⅱ
選 専 １ １ １ １ １ １ 選 専

１ １ １ １
択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ 択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

２８ ２８
科 科 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 科 科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目 目 目
Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅰ～Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２

表中、☆印のピアノⅠ～Ⅳは基礎実技(ピアノ)履修者を除くことから、
基礎実技(ピアノ)履修者の必修科目の専門科目の必要単位数は５６単位。
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フ スメジャー ス

音楽総合学科 コース 音楽総合学科 音楽学コース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
作 法(基礎) Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽学概論Ⅰ・Ⅱ
( スン)Ⅰ・Ⅱ ２ ２ ２ ２
作 法(応用) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

音楽学研究Ⅰ～Ⅵ
( スン)Ⅰ～Ⅵ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
作応用研究Ⅰ～Ⅳ 楽 Ⅰ～Ⅳ

２ ２ ２ ２ １ １ １ １
オー スト ー ン Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

別演習Ⅰ～Ⅳ
Ⅰ～Ⅴ １ １ １ １ １ １ １ １ １

専 Ⅰ Ⅱ 専 Ⅰ Ⅱ
Ａ (基礎)Ⅰ・Ⅱ 日本音楽史Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
門 門

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 音楽ジャー リ 論 Ⅰ Ⅱ
５ Ａ (応用)Ⅰ～Ⅳ ６０

科 １ １ １ １ 科 Ⅰ・Ⅱ １ １
Ⅰ Ⅱ

目 作 演 ２ 目 合演習Ⅰ・Ⅱ
２ ２

必 必
卒業作 ４ 卒業論文(音楽学) ４

修 修
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ピアノⅠ～Ⅳ ピアノⅠ～Ⅳ
科 １ １ １ １ 科 １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ 目 ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ ２ ２ ２ ２

外
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 外
科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
目 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

目
教

キャリアデザイン(導入編) １ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
養

２
科 教

キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(導入編) １
目 養

２
Ⅰ Ⅱ 科

音楽基礎理論Ⅰ・Ⅱ キャリアデザイン(展開編) １
２ ２ 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

法Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
映像音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

１ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

楽 ア リー Ⅰ～Ⅳ ピアノⅤ～Ⅷ
１ １ １ １ １ １ １ １

Ⅰ Ⅱ
オルガンⅠ～Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ

選 専 １ １
Ⅰ Ⅱ

管楽器Ⅰ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 択 門 混声合唱Ⅰ・Ⅱ
２８ １ １

１ １ １ １ １ １ １ １ 科 科
打楽器Ⅰ～Ⅷ 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

選 専
目 目

Ⅴ Ⅵ
択 門 弦楽器Ⅰ～Ⅷ 和声Ⅴ・Ⅵ

２ ２
２８

科 科 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ピアノⅤ～Ⅷ 対位法Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １ ２ ２ ２ ２
目 目

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
声楽Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ～Ⅵ 楽器学Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ １ １

１ １
女声合唱Ⅰ・Ⅱ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
ソルフェージュⅤ～Ⅷ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２

日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２
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音楽総合学科 音楽教育コース 音楽総合学科 アートマネジメントコース

１ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 種 区 必 要 年次

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
別 分 単位数 科目 別 分 単位数 科目

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ アートマネジメント研究 Ⅰ Ⅱ

音楽教育学概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ (基礎)Ⅰ・Ⅱ ２ ２

Ⅰ Ⅱ アートマネジメント研究 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
音楽教育史Ⅰ・Ⅱ

１ １ (応用)Ⅰ～Ⅵ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

音楽教育学研究Ⅰ～Ⅳ 舞台技術概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ

音楽指導実践研究Ⅰ～Ⅳ 劇場音響概論Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １ ２ ２
Ⅰ Ⅱ

音楽指導者論Ⅰ・Ⅱ 広報宣伝資料製作 ２
１ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ アートマネジメント実習 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
卒業論文演習Ⅰ～Ⅳ

専 １ １ １ １ 専 Ⅰ～Ⅲ １ １ ２
Ⅰ Ⅱ

門 卒業論文(音楽教育) ４ 門 芸術文化政策論Ⅰ・Ⅱ
５８ ２ ２

６０
科 (ピ ア ノ) 科 コンピュータ音楽実習 Ⅰ Ⅱ

(オルガン) Ⅰ・Ⅱ ２ ２
目 目

必 (管 楽 器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 必 Ⅰ Ⅱ
基礎実技Ⅰ～Ⅷ 企画制作演習Ⅰ・Ⅱ

(打 楽 器) １ １ １ １ １ １ １ １ ２ ２
修 修

(弦 楽 器) 卒業論文
４

科 (声 楽) 科 (アートマネジメント)
ピアノⅠ～Ⅳ ☆ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (ピ ア ノ)

目 目
｢基礎実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ (オルガン)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 音楽実技 (管 楽 器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
ソルフェージュⅠ～Ⅳ

１ １ １ １ Ⅰ～Ⅳ (打 楽 器) １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ (弦 楽 器)

和声Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ (声 楽)
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ 西洋音楽史Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

英語Ⅰ～Ⅳ 英語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

外 外
国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ 国 基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 語 ８ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ 科 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目
基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ

教 教
キャリアデザイン(導入編) １ キャリアデザイン(導入編) １

養 養
２ ２

科 科
キャリアデザイン(展開編) １ キャリアデザイン(展開編) １

目 目
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽心理学研究Ⅰ・Ⅱ 映像音楽概論Ⅰ・Ⅱ
２ ２ １ １

生涯教育・社会福祉と音楽 Ⅰ Ⅱ
演劇論・演出論 ２

Ⅰ・Ⅱ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

アンサンブル指導法Ⅰ・Ⅱ 舞踊概論Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

音楽実技ＡⅠ～Ⅵ(声楽) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ (ピ ア ノ)
｢基礎実技(声楽)履修者以外｣ １ １ １ １ １ １ (オルガン)

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ
音楽実技 (管 楽 器)

音楽実技Ｂ (管 楽 器)
Ⅴ～Ⅷ (打 楽 器) １ １ １ １

Ⅰ～Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
(弦 楽 器)

(打 楽 器)
｢基礎実技(管楽器, １ １ １ １ (声 楽)
打楽器,弦楽器) ピアノⅠ～Ⅷ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ

(弦 楽 器)
履修楽器以外｣ ｢音楽実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ １ １ １ １
ピアノⅤ～Ⅷ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 声楽Ⅰ・Ⅱ Ⅰ Ⅱ

｢基礎実技(ピアノ)履修者以外｣ １ １ １ １ ｢音楽実技(声楽)履修者以外｣ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅰ Ⅱ

混声合唱Ⅰ～Ⅷ 混声合唱Ⅰ・Ⅱ
選 専 １ １ １ １ １ １ 選 専

１ １ １ １
択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ 択 門 女声合唱Ⅰ・Ⅱ

２８ ２８
科 科 Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 科 科 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ソルフェージュⅤ～Ⅷ ソルフェージュⅠ～Ⅳ
１ １ １ １ １ １ １ １

目 目 目 目
Ⅴ Ⅵ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

和声Ⅴ・Ⅵ 和声Ⅰ～Ⅵ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

対位法Ⅰ～Ⅳ 対位法Ⅰ～Ⅳ
２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

楽式Ⅰ・Ⅱ 楽式Ⅰ・Ⅱ
１ １ １ １

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
楽器学Ⅰ・Ⅱ 楽器学Ⅰ・Ⅱ

１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

音楽美学Ⅰ・Ⅱ 音楽美学Ⅰ・Ⅱ
２ ２ ２ ２

日本音楽概論 ２ 日本音楽概論 ２

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ 諸民族音楽概論Ⅰ・Ⅱ

２ ２ ２ ２

表中、☆印のピアノⅠ～Ⅳは基礎実技(ピアノ)履修者を除くことから、
基礎実技(ピアノ)履修者の必修科目の専門科目の必要単位数は５６単位。
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全学科共通

１ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

前 後 前 後 前 後 前 後 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
別 分 単位数 科目 １ １ １ １

期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

各コー 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
ミュージカル入門 ２ １ １ １ １

スに定
哲学 <前期>

メンタルトレーニング入門 ２
める単

美学 <後期>
位数 音楽療法入門 ２

音と響きの科学 <前期>
舞台芸術概論 ２

自然科学概論 <後期>
スコアリーディング ２

Ⅰ Ⅱ 日本演劇文化論 <前期>
オルフの音楽教育Ⅰ・Ⅱ

１ １
Ⅰ Ⅱ 日本語表現法 <後期>

音楽イノベーションⅠ・Ⅱ
２ ２

Ⅰ<前期>
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 文化史

チェンバロ演奏法Ⅰ～Ⅳ ※ Ⅱ<後期>
１ １ １ １ 各２
Ⅰ Ⅱ ヨーロッパの歴史 <前期>

通奏低音Ⅰ・Ⅱ
１ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ヨーロッパの文学 <前期>

(ピアノ)
１ １ １ １

Ⅰ<前期>
ヨーロッパの美術史

(木管楽器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅱ<後期>
室内楽・重奏

教 <前期>
１ １ １ １ 日本国憲法

Ⅰ～Ⅳ ※ (金管楽器) <後期>
養

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ １４ 生活と法 <後期>
(弦楽器) 科

１ １ １ １
(西洋古楽) 目 経済学 <前期>

様々な音楽の Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
(雅 楽)

演奏実践Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
(箏 曲) 会計の基礎 <後期>

伴奏法(教職) ２
スポーツ教養演習 １

自 専
声楽伴奏法(ピアノ) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※
由 門 Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ スポーツ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 科 オペラⅠ～Ⅳ ※

１ １ １ １ コンピュータ・リテラシー ２
目 目

指揮法 ２ Ⅰ Ⅱ
日本語Ⅰ・Ⅱ(留学生)

２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

指揮Ⅰ～Ⅳ ※
１ １ １ １ 日本語会話(留学生) ２
Ⅰ Ⅱ

吹奏楽指導法研究Ⅰ・Ⅱ
１ １ 日本事情(留学生) ２
Ⅰ Ⅱ

ピアノ指導法研究Ⅰ・Ⅱ
１ １ 備考１ ※印を付している科目はオーディションにより履修者を決定する。
Ⅰ Ⅱ

合唱指導法研究Ⅰ・Ⅱ ２ 自由科目内の教養科目は、第１年次に４単位、第２年次に４単位、第
１ １

３年次に４単位、第４年次(前期)に２単位を履修すること。
Ⅴ Ⅵ

西洋音楽史Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ３ 外国人留学生は、教養科目(自由科目)の第１年次に「日本語Ⅰ」及び
Ⅰ Ⅱ 「日本語会話」、第２年次に「日本語Ⅱ」及び「日本事情」に関する

管弦楽史Ⅰ・Ⅱ
２ ２ 科目の４科目８単位を修得しなければならない。

歌曲史 ２ ４ 演奏学科に所属する者は、音楽総合学科に開設する基礎科目を専門科
目の自由科目として履修し、必要単位数に含むことができる。

Ⅰ Ⅱ
オペラ史Ⅰ・Ⅱ

２ ２

宗教音楽史 ２

合奏(集中) １

和楽器(集中) １

日本伝統歌唱(集中) １

コミュニケーション英語 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
リーディング＆ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ライティング英語Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ドイツ語会話Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

外 ドイツ語講読Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

国 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
イタリア語会話Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
語

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
イタリア語講読Ⅰ～Ⅳ

科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 フランス語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
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別表Ⅱ 教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等（第15条第1項関係）

1 教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数は次のとおりとする。

科 目 名 単位数 年次 期間 科 目 名 単位数 年次 期間

音楽科指導法Ⅰ ４ ２ 通年
特別活動及び

２ ３ 半期
総合的な学習の時間の指導法

音楽科指導法Ⅱ ４ ３ 通年
カリキュラム編成と

２ ３ 半期
教育方法論

教育原理 ４ ２ 通年 ICTを活用した １ ３ 半期
教育の理論と方法

教師論 ２ １ 半期 生徒指導論 ２ ２ 半期

教育心理学 ２ ２ 半期 進路指導及び教育相談 ２ ３
前期

(集中)

特別支援教育 ２ １ 半期 教育実習Ⅰ ３ ４ 通年

道徳の指導法 ２ ３ 半期 教育実習Ⅱ ２ ４ 通年

（「教育実習Ⅰ」には事前・事後の指導１単位を含む）
教職実践演習(中・高) ２ ４

後期

(集中)

2 教育職員免許状を取得するための履修指定科目

(1) 日本国憲法 ２単位

(2) スポーツ教養演習 １単位 及びスポーツ １単位

(3) 外国語 ２単位（第２年次の英語２単位とする）

(4) コンピュータ・リテラシー ２単位

3 介護等体験

中学校教諭一種免許状(音楽)を取得するためには、所定の介護等体験を要する。

別表Ⅲ 博物館に関する科目等（第15条第 2項関係）

1 博物館に関する科目

博物館に関する科目及び単位数は次のとおりとする。

科 目 名 単位数 年次 期間 科 目 名 単位数 年次 期間

生 涯 学 習 概 論 ２ １ 後期 博 物 館 展 示 論 ２ ２ 後期

博 物 館 学 概 論 ２ １ 前期 博 物 館 教 育 論 ２ ３ 後期

博 物 館 経 営 論 ２ ２
前期

博物館情報・メディア論 ２ ２ 前期
(集中)

博 物 館 資 料 論 ２ ３ 前期 博 物 館 実 習 ３ ４ 通年

博 物 館 資 料 保 存 論 ２ ３ 後期

2 学芸員の資格を取得するための履修指定科目

(1) 文化史Ⅰ ２単位

(2) ヨーロッパの美術史Ⅰ ２単位
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全学科共通

１ ２ ３ ４
種 区 必 要 年次 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

前 後 前 後 前 後 前 後 基礎イタリア語Ⅰ～Ⅳ
別 分 単位数 科目 １ １ １ １

期 期 期 期 期 期 期 期
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

各コー 基礎フランス語Ⅰ～Ⅳ
ミュージカル入門 ２ １ １ １ １

スに定
哲学 <前期>

メンタルトレーニング入門 ２
める単

美学 <後期>
位数 音楽療法入門 ２

音と響きの科学 <前期>
舞台芸術概論 ２

自然科学概論 <後期>
スコアリーディング ２

Ⅰ Ⅱ 日本演劇文化論 <前期>
オルフの音楽教育Ⅰ・Ⅱ

１ １
Ⅰ Ⅱ 日本語表現法 <後期>

音楽イノベーションⅠ・Ⅱ
２ ２

Ⅰ<前期>
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 文化史

チェンバロ演奏法Ⅰ～Ⅳ ※ Ⅱ<後期>
１ １ １ １ 各２
Ⅰ Ⅱ ヨーロッパの歴史 <前期>

通奏低音Ⅰ・Ⅱ
１ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ヨーロッパの文学 <前期>

(ピアノ)
１ １ １ １

Ⅰ<前期>
ヨーロッパの美術史

(木管楽器) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅱ<後期>
室内楽・重奏

教 <前期>
１ １ １ １ 日本国憲法

Ⅰ～Ⅳ ※ (金管楽器) <後期>
養

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ １４ 生活と法 <後期>
(弦楽器) 科

１ １ １ １
(西洋古楽) 目 経済学 <前期>

様々な音楽の Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
(雅 楽)

演奏実践Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
(箏 曲) 会計の基礎 <後期>

伴奏法(教職) ２
スポーツ教養演習 １

自 専
声楽伴奏法(ピアノ) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※
由 門 Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １ スポーツ １

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
科 科 オペラⅠ～Ⅳ ※

１ １ １ １ コンピュータ・リテラシー ２
目 目

指揮法 ２ Ⅰ Ⅱ
日本語Ⅰ・Ⅱ(留学生)

２ ２
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

指揮Ⅰ～Ⅳ ※
１ １ １ １ 日本語会話(留学生) ２
Ⅰ Ⅱ

吹奏楽指導法研究Ⅰ・Ⅱ
１ １ 日本事情(留学生) ２
Ⅰ Ⅱ

ピアノ指導法研究Ⅰ・Ⅱ
１ １ 備考１ ※印を付している科目はオーディションにより履修者を決定する。
Ⅰ Ⅱ

合唱指導法研究Ⅰ・Ⅱ ２ 自由科目内の教養科目は、第１年次に４単位、第２年次に４単位、第
１ １

３年次に４単位、第４年次(前期)に２単位を履修すること。
Ⅴ Ⅵ

西洋音楽史Ⅴ・Ⅵ
２ ２ ３ 外国人留学生は、教養科目(自由科目)の第１年次に「日本語Ⅰ」及び
Ⅰ Ⅱ 「日本語会話」、第２年次に「日本語Ⅱ」及び「日本事情」に関する

管弦楽史Ⅰ・Ⅱ
２ ２ 科目の４科目８単位を修得しなければならない。

歌曲史 ２ ４ 演奏学科に所属する者は、音楽総合学科に開設する基礎科目を専門科
目の自由科目として履修し、必要単位数に含むことができる。

Ⅰ Ⅱ
オペラ史Ⅰ・Ⅱ

２ ２

宗教音楽史 ２

合奏(集中) １

和楽器(集中) １

日本伝統歌唱(集中) １

コミュニケーション英語 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
リーディング＆ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ライティング英語Ⅰ～Ⅳ １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

ドイツ語会話Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

外 ドイツ語講読Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １

国 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
イタリア語会話Ⅰ～Ⅳ

１ １ １ １
語

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
イタリア語講読Ⅰ～Ⅳ

科 １ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

目 フランス語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

基礎ドイツ語Ⅰ～Ⅳ
１ １ １ １
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別表Ⅱ 教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等（第15条第1項関係）

1 教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等

教科の指導法及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数は次のとおりとする。

科 目 名 単位数 年次 期間 科 目 名 単位数 年次 期間

音楽科指導法Ⅰ ４ ２ 通年
特別活動及び

２ ３ 半期
総合的な学習の時間の指導法

音楽科指導法Ⅱ ４ ３ 通年
カリキュラム編成と

２ ３ 半期
教育方法論

教育原理 ４ ２ 通年 ICTを活用した １ ３ 半期
教育の理論と方法

教師論 ２ １ 半期 生徒指導論 ２ ２ 半期

教育心理学 ２ ２ 半期 進路指導及び教育相談 ２ ３
前期

(集中)

特別支援教育 ２ １ 半期 教育実習Ⅰ ３ ４ 通年

道徳の指導法 ２ ３ 半期 教育実習Ⅱ ２ ４ 通年

（「教育実習Ⅰ」には事前・事後の指導１単位を含む）
教職実践演習(中・高) ２ ４

後期

(集中)

2 教育職員免許状を取得するための履修指定科目

(1) 日本国憲法 ２単位

(2) スポーツ教養演習 １単位 及びスポーツ １単位

(3) 外国語 ２単位（第２年次の英語２単位とする）

(4) コンピュータ・リテラシー ２単位

3 介護等体験

中学校教諭一種免許状(音楽)を取得するためには、所定の介護等体験を要する。

別表Ⅲ 博物館に関する科目等（第15条第2項関係）

1 博物館に関する科目

博物館に関する科目及び単位数は次のとおりとする。

科 目 名 単位数 年次 期間 科 目 名 単位数 年次 期間

生 涯 学 習 概 論 ２ １ 後期 博 物 館 展 示 論 ２ ２ 後期

博 物 館 学 概 論 ２ １ 前期 博 物 館 教 育 論 ２ ３ 後期

博 物 館 経 営 論 ２ ２
前期

博物館情報・メディア論 ２ ２ 前期
(集中)

博 物 館 資 料 論 ２ ３ 前期 博 物 館 実 習 ３ ４ 通年

博 物 館 資 料 保 存 論 ２ ３ 後期

2 学芸員の資格を取得するための履修指定科目

(1) 文化史Ⅰ ２単位

(2) ヨーロッパの美術史Ⅰ ２単位
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別表Ⅳ 音楽学部第 3年次進級基準（第17条関係）

演奏学科

科目 専 門 科 目

教養
外国語科目 必修科目 合計学科等 科目 専攻実技

(1年次配当科目)
学科 コース 専修

有鍵楽器

ピアノ
9 10 28

有鍵楽器

オルガン
9 14 32

器楽 管楽器 9 14 32
英 語Ⅰ･Ⅱ 2

5 基礎ド イ ツ語Ⅰ･Ⅱ

演奏 打楽器 基礎イタリア語Ⅰ･Ⅱ 2 9 14 32

基礎フランス語Ⅰ･Ⅱ

弦楽器 9 16 34

声楽 声楽 9 14 32

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞ 全専修 12 10 31

音楽総合学科

科目
専 門 科 目

教養
外国語科目 必修科目 合計学科等 科目 専攻科目

(1年次配当科目)
学科 コース

作 曲 6 8 23

音 楽 学
英 語Ⅰ･Ⅱ 2

12 29

音楽総合 5
基礎ド イ ツ語Ⅰ･Ⅱ

音 楽 教 育
基礎イタリア語Ⅰ･Ⅱ 2

8 14 31
基礎フランス語Ⅰ･Ⅱ

ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 6 23

(注１)演奏及び音楽総合の各学科の教養科目の履修指定科目は、別に定める。

(注２)音楽総合学科の音楽教育コースにおける基礎実技(ピアノ)履修者の専門科目の必修科目は12単位、合計29単位

とする。

(注３)音楽総合学科の専攻科目の履修指定科目は、別に定める。

(注４)本大学に３年間在学してもなお第３年次に進級できない者の必要な単位数については、別に定める。
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別表Ⅴ 音楽学部納付金（第15条、第26条、第27条、第42条、第43条、第52条関係）

一般選抜

学校推薦型選抜
総合型選抜 (指定校)

演奏学科
演奏学科

(器楽コース、声楽コース)
(ヴィルトゥオーゾコース)

音楽総合学科

50,000円 40,000円 45,000円 50,000円

入 学 検 定 料 ・1学科志望、2学科志望共に同額とする。

・大学入学共通テストを利用する者は、検定料から12,000円を減額した金額とする。

・総合型選抜、学校推薦型選抜、外国人留学生入学試験の合格者および武蔵野音楽大学附属高

等学校の内部推薦内定者が演奏学科(ヴィルトゥオーゾコース)を受験する場合は、10,000円

とする。

・Ａ・Ｂ日程で演奏学科(器楽コース、声楽コース)に合格した者が演奏学科(ヴィルトゥオー

ゾコース)を受験する場合は、35,000円とする。

・Ａ・Ｂ日程で音楽総合学科(音楽教育コース)に合格した者が演奏学科(器楽コース、声楽コ

ース)を受験する場合は、30,000円とする。

・外国人留学生入学試験の検定料は、30,000円とする。

学科 演奏学科 演奏学科
音楽総合学科

種別 (器楽コース、声楽コース) (ヴィルトゥオーゾコース)

入 学 金(入学時のみ) 150,000円 150,000円 150,000円
学 生 納 付 金

施 設 費 ( 年 額 ) 670,000円 670,000円 670,000円

授 業 料 ( 年 額 ) 1,390,000円 1,490,000円 1,360,000円

検 定 料 23,000円

科目等履修生

納 付 金
履修単位 1単位～5単位 6単位～10単位 11単位～15単位 16単位～20単位

授 業 料 ( 年 額 ) 260,000円 460,000円 660,000円 810,000円

委託生･聴講生
入 学 金(入学時のみ) 150,000円

納 付 金
授 業 料 ( 年 額 ) 300,000円

教員免許課程
聴 講 料

納 付 金
(別表Ⅱ教科の指導法及び 100,000円
教諭の教育の基礎的理解に

関する科目等)

学芸員課程 聴 講 料

納 付 金 (別表Ⅲ博物館に関する科目)
30,000円
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別表Ⅳ 音楽学部第 3年次進級基準（第17条関係）

演奏学科

科目 専 門 科 目

教養
外国語科目 必修科目 合計学科等 科目 専攻実技

(1年次配当科目)
学科 コース 専修

有鍵楽器

ピアノ
9 10 28

有鍵楽器

オルガン
9 14 32

器楽 管楽器 9 14 32
英 語Ⅰ･Ⅱ 2

5 基礎ド イ ツ語Ⅰ･Ⅱ

演奏 打楽器 基礎イタリア語Ⅰ･Ⅱ 2 9 14 32

基礎フランス語Ⅰ･Ⅱ

弦楽器 9 16 34

声楽 声楽 9 14 32

ｳﾞｨﾙﾄｩｵｰｿﾞ 全専修 12 10 31

音楽総合学科

科目
専 門 科 目

教養
外国語科目 必修科目 合計学科等 科目 専攻科目

(1年次配当科目)
学科 コース

作 曲 6 8 23

音 楽 学
英 語Ⅰ･Ⅱ 2

12 29

音楽総合 5
基礎ド イ ツ語Ⅰ･Ⅱ

音 楽 教 育
基礎イタリア語Ⅰ･Ⅱ 2

8 14 31
基礎フランス語Ⅰ･Ⅱ

ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 6 23

(注１)演奏及び音楽総合の各学科の教養科目の履修指定科目は、別に定める。

(注２)音楽総合学科の音楽教育コースにおける基礎実技(ピアノ)履修者の専門科目の必修科目は12単位、合計29単位

とする。

(注３)音楽総合学科の専攻科目の履修指定科目は、別に定める。

(注４)本大学に３年間在学してもなお第３年次に進級できない者の必要な単位数については、別に定める。
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別表Ⅴ 音楽学部納付金（第15条、第26条、第27条、第42条、第43条、第52条関係）

一般選抜

学校推薦型選抜
総合型選抜 (指定校)

演奏学科
演奏学科

(器楽コース、声楽コース)
(ヴィルトゥオーゾコース)

音楽総合学科

50,000円 40,000円 45,000円 50,000円

入 学 検 定 料 ・1学科志望、2学科志望共に同額とする。

・大学入学共通テストを利用する者は、検定料から12,000円を減額した金額とする。

・総合型選抜、学校推薦型選抜、外国人留学生入学試験の合格者および武蔵野音楽大学附属高

等学校の内部推薦内定者が演奏学科(ヴィルトゥオーゾコース)を受験する場合は、10,000円

とする。

・Ａ・Ｂ日程で演奏学科(器楽コース、声楽コース)に合格した者が演奏学科(ヴィルトゥオー

ゾコース)を受験する場合は、35,000円とする。

・Ａ・Ｂ日程で音楽総合学科(音楽教育コース)に合格した者が演奏学科(器楽コース、声楽コ

ース)を受験する場合は、30,000円とする。

・外国人留学生入学試験の検定料は、30,000円とする。

学科 演奏学科 演奏学科
音楽総合学科

種別 (器楽コース、声楽コース) (ヴィルトゥオーゾコース)

入 学 金(入学時のみ) 150,000円 150,000円 150,000円
学 生 納 付 金

施 設 費 ( 年 額 ) 670,000円 670,000円 670,000円

授 業 料 ( 年 額 ) 1,390,000円 1,490,000円 1,360,000円

検 定 料 23,000円

科目等履修生

納 付 金
履修単位 1単位～5単位 6単位～10単位 11単位～15単位 16単位～20単位

授 業 料 ( 年 額 ) 260,000円 460,000円 660,000円 810,000円

委託生･聴講生
入 学 金(入学時のみ) 150,000円

納 付 金
授 業 料 ( 年 額 ) 300,000円

教員免許課程
聴 講 料

納 付 金
(別表Ⅱ教科の指導法及び 100,000円
教諭の教育の基礎的理解に

関する科目等)

学芸員課程 聴 講 料

納 付 金 (別表Ⅲ博物館に関する科目)
30,000円
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